
檜山振興局管内沿岸漁業改善資金運営協議会規約

（設置目的）

第１条 この協議会は、檜山振興局管内における沿岸漁業改善資金の適正、かつ、円滑な

運営を図ることを目的とする。

（構成員）

第２条 この協議会は、次の職にあるものをもって構成し、構成員は檜山振興局長が依頼す

るものとする。

１ 檜山振興局産業振興部水産課長

２ 檜山地区水産技術普及指導所長

３ 北海道漁業協同組合連合会函館支店長

４ 北海道信用漁業協同組合連合会函館支店長

（座 長）

第３条 協議会に、座長を置くものとし、座長は檜山振興局産業振興部水産課長が務めるも

のとする。

（招 集）

第４条 協議会は、座長が構成員を招集し、開催する。ただし、座長が、協議会の運営上必

要と認めた場合には、構成員以外の者の出席を依頼し、参画させることができるものとす

る。特に次に掲げる資金の協議に当たっては、関係者との連携に配慮するものとする。

１ 生活改善資金にあっては、男女平等参画等の指導を担う職員

２ 新養殖技術導入資金、資源管理型漁業推進資金、環境対応型養殖漁業推進資金に

あっては、関係試験研究機関の職員

３ 経営等開始資金にあっては、関係市町村の職員

４ 申請者が認定中小企業者の場合は、総合振興局又は振興局の関係職員

（協議事項）

第５条 この協議会は、次の事項について協議するものとする。ただし、協議事項が次の１

の場合であって、かつ、定型的な貸付けである場合にあっては、協議会の開催に代えて、

座長は、貸付けの適否に関する自らの意見を構成員に送付し、これに対する意見を求める

ことができるものとする。なお、この方法による場合、座長は、構成員からの意見を踏まえ、

第６条に定める協議会としての意見を確定させるとともに、構成員に送付、又は次回の協

議会において報告するものとする。

１ 沿岸漁業改善資金の貸付申請についての貸付けの適否に関する沿岸漁業の振興上

の見地等からの意見

２ その他沿岸漁業改善資金制度の運営に関する事項



（意見書の提出）

第６条 座長は、第５条による協議事項の結果を取りまとめの上、振興局長に提出するもの

とする。

（事務局）

第７条 協議会の事務局は、檜山振興局産業振興部水産課に置く。

（その他）

第８条 この要領に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は関係構成員が

協議して定めるものとする。

（附 則）

平成２０年１２月１８日 一部改正

平 成 ２ ２ 年 ６ 月 ９ 日 一部改正

平成２ ６年 ５月 ２ ０日 一部改正

平成２ ７年 ６月 ２ ９日 一部改正

平成２８年１１月１５日 一部改正


